
 
 

 

 

 

 

 

 

今年度の腐蛆病検査が終了しました。立ち合い等のご協力ありがとうございました。

引き続き、腐蛆病発生予防のため、飼養衛生管理を徹底しましょう。 
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令和 4年度腐蛆病検査結果をお知らします 

家畜伝染病予防法に指定されている法定伝染病です。みつばちの幼虫(蛆)が

細菌に感染し腐る病気です。発生群は法律により焼却処分しなければなりませ

ん。予防するには、蜂にストレスを与えず、蜂群を強勢に保つための管理や、蜂具

を適切に消毒することが重要です。 

腐蛆病とは 

問い合わせ先：伊那家畜保健衛生所 防疫課 Tel:0265-72-2782  
 

出典：みつばち協議会作成「養蜂技術指導手引書」 

◇アメリカ腐蛆病 ◇ヨーロッパ腐蛆病 

・有蓋房の幼虫が死亡し、茶色く溶解 

・有蓋房は蓋がへこみ、小穴が開く 

・独特の臭い（膠臭）がする 

・4～5日齢の無蓋幼虫が死亡 

・腐蛆は溶解せず、粘調性なし 

・独特の臭い（酸臭）がする 

 

～ 腐蛆病発生件数 ～ 


